
が「人名用漢字」に指定されていた (61)が、その後 9回にわたる規則改正 (62)で「人名用
漢字」の範囲がどんどん拡大し、現在は合計 8,142字 (41)が「人名用漢字」に指定されて
いる。

5. 判断
가. 制限される基本権
名は個人の同一性を識別する記号として、個人のアイデンティティと個別性とを表し、

人間の社会的生活関係形成の基礎となる。ところで、名は通常、両親によって決定され
る。すなわち両親は出生した子の名を付けて出生申告をすることになるところ、請求人
は審判対象条項がこのような「両親が子の名を付ける自由」を侵害すると主張する。
よって「両親が子の名を付ける自由」が憲法で保護されうるのかに関して見たところ、

子の養育は両親に付与された権利であり、義務として子が正常な社会的人格体に成長で
きるよう面倒を見ることであり、その子の社会的人格上の初めての端緒が名を持つこと
であるのだから、両親が子の名を付けるのは子供の養育と家族生活のために必須なこと
であり、家族生活の核心的要素ということができる。したがって、たとえ憲法に明文規
定されていなくとも、「両親が子の名を付ける自由」は、婚姻と家族生活を保障する憲法
第 36条第 1項と、幸福追求権を保障する憲法第 10条によって保護されていると言える。
審判対象条項は、出生申告時に子の名に使える漢字の範囲を「人名用漢字」に限定す

ることで、このような「両親が子の名を付ける自由」を制限しているので、憲法第 37条
第 2項が定める過剰禁止原則に審判対象条項が違反して、請求人が子の名を付ける自由
を侵害しているのかどうかに関して見る。

나. 子の名を付ける自由の侵害の有無
(1) 目的の正当性および手段の適合性

漢字は、その数が膨大で、その範囲が不明で、一般国民がこれを全部読んで使う
には困難がある。審判対象条項は、名に通常使われない難しい漢字を使う場合、誤
読あるいは誤字などによって当事者と利害関係人が被る不便を解消し、家族関係登
録業務が電算化されるにあたり、名に使われる漢字は電算システムで全て表現され
なければならない点を考慮して、名に使える漢字を通常使われる漢字に制限したの
であるから、その立法目的の正当性および手段の適合性が認められる。

(2) 侵害の最小性および法益の均衡性
(가) 名は、人間の全ての社会的生活関係形成の基礎になるという点で、重要な社会
秩序に属する。名の特定は、社会全体の法的安定性の基礎であるから、このため
に、国家は個人が使う名前に対して、一定の規律を加えることができる (憲法裁判
所 2005年 12月 22日 [2003헌가 5]等参照)。

(61)1991年 4月 1日の導入時点で、人名用漢字は 2915字 (4)だった。ここで言う 2731字は、幻となった
大法院規則第 1137号 (5) に基づくものだと思われる。
(62)編者らが数えた限り (4)(9)(10)(13)(16)(19)(21)(27)(31)(36)(37)(41) 少なくとも 11回の大法院規則改正がお
こなわれているように見える。
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特に、出生申告を通じて家族関係登録簿に登載される氏名は、住民登録票をはじ
めとする各種公的帳簿や、金融取引など各種法律関係で個人の身分を証明する重要
な基準になるので、国家は出生申告時の子の名に対しても、一定の規律を加えうる
と見なければならない。
審判対象条項は出生申告時、子の名にハングルまたは通常使われる漢字だけを使

うよう定めている。子の名に、我々固有の文字であるハングルのみならず、漢字を
使えるようにしたことは、意味を重視して漢字で名を付けてきた我々の伝統と社会
現象を反映したと見られる。
ところで周知のとおり、漢字は象形文字・表意文字としての特性があり、中国は

もちろん漢字文化圏に属した各国で過去永らく漢字を使ってきたことから、各国ご
とに異なる字を作るなどの理由で、我々固有の文字であるハングルとは違い、その
数が膨大で、範囲が不明だという特徴がある。
我が国は 1948年に「ハングル専用に関する法律」(2005年 1月 27日法律第 7368

号「国語基本法」制定により廃止)を制定・公布して以来、おおむねハングル専用
政策を主軸とし、漢字は漢字語の理解を助けるための補助道具として制限的に使用
してきた。小中等教育課程においても漢字教育を必修科目に編成しておらず、漢字
になじむことなく育った人々が増加している。
このような状況で、名に通常使われない漢字を使用すると、誤字が家族関係登録

簿に登載される危険があり、日本式漢字など人名に不適合な漢字 (63)が使われる可
能性が増大して、子の成長と福利に障害要素として作用する可能性も排除しがた
く、その子と社会的・法律的関係を結ぶ人々が、その名を認識して使うのにも相当
な不便を強いられることとなる。
それだけでなく、家族関係登録法第 9条第 1項および第 11条第 1項によれば、家
族関係登録事務は電算情報処理システムによって処理することになるが、実際使わ
れない珍しい漢字などその範囲さえ不明な漢字を、文献上で検証して家族関係登録
電算システムに全て実現するのは、現実的に難しい。
上記の点などに照らして見る時、審判対象条項が子の名に使える漢字の範囲を制

限するのは、避けられない側面がある。
(나) 審判対象条項は、子の名に使える漢字を定めるにあたって、教育科学技術部が中・
高等学校教育の基準として使うために策定した「漢文教育用基礎漢字」を含め、合
計 8,142字 (41)を「人名用漢字」に指定している。
これは、日本において人名に使うことを許されている漢字が 2,998字程度、漢字

発祥の地である中国において、義務教育 (初・中学校)課程で理解しなければならな
い漢字、出版物等に使われる漢字、人名・地名など固有名詞に活用される漢字など、
日常生活でしばしば使われる漢字を選んで発表した「通用規範漢字表」が 8,105字

(63)ここでいう「日本式漢字」が、何を指しているのか、編者らには理解しがたい。「峠」や「笹」のよう
な日本の国字のことであれば、これら 2字は、すでに韓国の人名用漢字に含まれている。あるいは「広」
「徳」「頼」「歩」「穂」「児」「亜」「厳」「海」「顕」「恵」「勲」のような日本の常用漢字 (固有の)字体だと
しても、少なくともこの 12字は、すでに韓国の人名用漢字に含まれている。
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程度、この 2つに照らしてみれば、決して少ないと見ることはできない。
また、出生申告書に出生者の名が「人名用漢字」以外の漢字で記載され、家族関

係登録簿に出生者の名をハングルのみで登載した場合は、当該市 (区)・邑・面の長
が、出生者の名として申告された「人名用漢字」以外の漢字の字体と発音を記載し
て翌月 10日までに監督裁判所に報告することとし、監督裁判所はその内容を四半
期ごとに整理して翌月 20日までに法院行政処に報告することとするなど、家族関
係登録規則の改正を通じて持続的に「人名用漢字」を追加できる方案も用意してい
る (人名用漢字の制限に関する家族関係登録事務処理指針 (家族関係登録例規第 111

号)(30)第 4条参照)。
実際、審判対象条項が初めて導入された時点では、我が国の人名に使われる漢字

調査結果などに基づき「漢文教育用基礎漢字」を含んだ合計 2,731字が「人名用漢
字」に指定された (61)が、その後 9回にわたる大法院規則改正 (62)で「人名用漢字」
の範囲を拡大してきた結果、現在は合計 8,142字に至っている (41)という点は、先
にも述べたとおりである。
これは、人の名に使える漢字の範囲を一定の手順に基づいて継続的に拡大し続け

ることにより、名に漢字を使う際に不便が起こらないよう補完装置を作動し続けて
いるのだとみなせる。
そして、出生申告時点で「人名用漢字」に含まれておらず使用できなかった漢字

であっても、上のような家族関係登録規則の改正で追加された「人名用漢字」に含
まれる場合には、改名許可手続によって希望する名を使用可能となる。特に、出生
申告時に「人名用漢字」以外の漢字を申告した結果、家族関係登録簿の氏名欄に出
生者の名がハングルのみで登載された場合には、改名許可手続を経る必要はなく出
生申告人の追後補完申告だけで、それまでハングルのみで登載されていた名をハン
グルと漢字で登載できるような方案も用意されている (人名用漢字の追加にともな
う家族関係登録事務処理指針 (家族関係登録例規第 322号)(64)第 1項参照)。

(다) 審判対象条項は、出生申告時に子の名に使える漢字を「人名用漢字」に制限して
いるが、「人名用漢字」以外の漢字を使ったとしても、出生申告や出生者の名それ
自体が不受理になるのではなく、家族関係登録簿に当該名がハングルのみで登載さ
れ、結局のところ当該漢字名が共に登載されないという制限を受けるだけであり
(当事件規則条項第 3項)、家族関係登録簿と関連の公的記録を除けば、私的生活の
領域において当該漢字名の使用を妨げるものでもない。
また、実子関係尊父確認等の裁判にともなう登録簿訂正により家族関係登録簿を

閉鎖した後、従来の名と同じ名を使用してふたたび出生申告をしたり、あるいは出
生後に相当期間 (約 15年)が経過した子に対し、卒業証書、免許証、保険証書等に
よって社会生活で広くあまねく使用していることが証明できる名を記載して出生
申告をする場合には、「人名用漢字」以外の漢字を使った名でも出生申告ができる
ようにするなど一定の例外も置いている (名の記載文字に関する家族関係登録事務

(64)家族関係登録例規第 112号 (2007年 12月 10日制定、2008年 1月 1日施行)を、2010年 6月 8日改
正・即日施行。
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(家族関係登録例規第 475号)第 1項等)。
(라) 以上の様々な事情を総合して見るに、審判対象条項は侵害の最小性原則に違反せ
ず、通常使われない漢字の使用による当事者や利害関係者の不便を解消し、家族関
係登録業務の電算化を通じた行政業務の効率性向上という公益との衡量にも、法益
間の比例関係を維持していると見ることができる。

(3) したがって、審判対象条項が過剰禁止原則に違反し、請求人が子の名を付ける自由
を侵害していると見るには難しい。

6. 結論
このとおり、この事件審判請求は全く理由がないので、これを棄却することとし、主

文のとおり決定する。この決定は、以下 7.に示す裁判官이정미、裁判官김창종、裁判官
조용호の反対意見と、以下 8.に示す裁判官박한철、裁判官강일원の法廷意見に対する補
足意見があるほか、残りの関与裁判官の一致した意見に依ったものである。

7. 裁判官이정미、裁判官김창종、裁判官조용호の反対意見
我々は、審判対象条項が過剰禁止原則に違反し、請求人が子の名を付ける自由を侵害

していると考えるので、以下のように反対意見を明らかにする。

가. 作名の意味
名 (氏名)は、個人一人一人に対して固有な名称として付与され、個人のアイデンティ
ティと個別性とを表す人格の象徴として、個人が社会の中で自身の生活領域を形成し発
現する基礎となる (憲法裁判所 2005年 12月 22日 [2003헌가 5]等参照)。法廷意見も肯定
するように、「両親が子の名を付ける自由」は幸福追求権を保障する憲法第 10条によっ
て保護される。したがって、社会の中でいかなる名で象徴されて認識されるかは、子に
とって重要な問題であるから、子の人格発現のため、養育権を持つ両親は原則的に子の
名を自由に決めるべきである。
特に我が国で両親が子の名を付ける行為は、固有の社会・文化的含意を有している。漢

字文化圏に属する我が国の場合、名は普通、漢字で作るものだが、漢字は表語文字とし
て各字ごとに固有な意味を持っているので、名に使われた漢字は、我々の社会において
自分の存在を表す基本的な土台となる。しかるに両親は子の名に、両親の子に対する期
待や希望などを込めたり、健康と幸福を望む気持ちを込めたり、親族関係を容易に把握
できる行列字を含めたりするなど、熟慮して名に使う漢字を選ぶ。
このような我々の社会の現実に際し、名は個人を表示する人格の象徴として、原則的

に個人が願う内容に決めて使うべきだという点を考慮するなら、子の名に使える漢字の
範囲を制限するということに対しては、慎重な接近が必要となる。

나. 子の名を付ける自由の侵害
(1) 目的の正当性および手段の適合性に関して

法廷意見は、難しい漢字を名に使えなくすることで当事者と利害関係者の不便を
防止し、行政電算化を容易にするという、審判対象条項の立法目的が正当だとみな
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している。しかし、このような立法目的は、次のような理由で正当性を有しがたい。
1) 審判対象条項は、1990年 12月 31日戸籍法改正で初めて導入されたもので、それ
以前は、子の名に使える漢字の範囲には何の制限も無かった。したがって沿革的に
見ても、漢字の数が膨大でその範囲が不明だという事実から、通常使われない難し
い漢字を名に書けないよう制限せねばならないという結論が、導き出されるわけで
はない。
2) 我が国は 1948年に「ハングル専用に関する法律」を制定・公布して以来、ハン
グル専用政策を主軸とし、全ての法令および公文書がハングル使用を原則としてい
る。過去、戸籍簿に氏名を漢字のみで登載していた者も、1994年 7月 11日の旧戸
籍法施行規則改正 (9)でハングルと漢字を併記するよう変更され、現行の家族関係
登録簿でも「홍길동(洪吉童)」のようにハングルと漢字を併記している。また、現
在の金融や不動産取引など各種司法上の法律関係においても、個人の同一性を識別
し身分確認をおこなう際には、ハングルの氏名および住民登録番号を記載するのが
通例であり、氏名を漢字のみで記載する場合は稀有である。したがって、名に通常
使われない難しい漢字を使用すると言っても、それにより当事者や利害関係人が何
の不便を被るということなのか理解しがたい。誤読の危険があるという理由で、名
に使える漢字を制限するのも、説得力ある理由とはならない。初・中等教育課程で
漢字教育を必修科目に編成していない現在の教育システムによる教育を受けた人々
の場合、「人名用漢字」であっても、これをよく知った上で使用しているとみなす
には難があるからである。
結局、審判対象条項の主たる立法目的は、行政電算化の便宜を図ることにある。

しかし、情報通信技術の水準も、審判対象条項が導入された 1990年代とは比較で
きないほど発達し、現在では有用なる漢字の電算化が技術的に不可能だとみなすこ
とはできず、行政電算化の困難を理由として名に使う漢字の範囲を制限するのは、
その正当性を認めがたい。行政電算化がおこなわれる以前は全ての漢字の使用が
可能だったことが、かえって行政電算化によって漢字使用に制限を受けるというの
は、皮肉に違いない。手段が目的を正当化することはできない。国民の基本権が、
行政電算化の便宜という手段によって制限されてはならないからである。
3) すなわち、法廷意見のいう立法目的は、審判対象条項が導入された当時とは現実
が異なっており、もはやその正当性を維持しえず、したがって手段の適合性も認め
られる余地がない。

(2) 侵害の最小性に関して
1) 我が国において、漢字を名に使えるようにするのは、漢字の意味に基づいて子の
名を付ける我々の伝統と文化に起因することであるから、名に難しい漢字を使うこ
とが不便であるとか、あるいは、行政電算化の便宜を図るとかの理由で、名に「人
名用漢字」以外の漢字使用を一律的に制限することはできない。子の福利に反する
等の特別な事情がない限り、原則的に両親が希望する漢字を使えるようにしなけれ
ばならない。
2) 法廷意見は、審判対象条項が立法目的を達成するため人名用漢字以外の漢字使用
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を制限することが避けられない、と見ているが、これは首肯しがたい。
まず、我が国では公文書においても私文書においても、基本的にハングルで氏名

を書き、漢字は併記するのみである。したがって、他人の氏名を読めなかったり、
あるいは誤って読んだりする可能性は稀有であり、名に使える漢字の範囲を制限す
る必要性も低い。法廷意見は、中国と日本においても人名に使える漢字の範囲を制
限しているという事情により、審判対象条項による基本権の制限が過剰ではないと
している。しかし我が国とは違い、中国と日本では人の氏名を書く際に漢字使用が
基本 (原則)であるから、漢字の数が膨大でその範囲が不明だという事実から、名
に使える漢字の範囲を制限する必要性が導き出され得る。したがって、名に使える
漢字の範囲の制限に関し、中国および日本と単純に比較するのは適切でない。
次に、現在の技術水準において、漢字情報の電算化は難しくない。国際標準コー

ドである「ユニコード」に登録されている韓・中・日統合漢字は約 8万字 (65)、国
内標準コードである「KSコード」に登録されている漢字は約 1万 8千字 (66)に達
する。それならば、審判対象条項のように「人名用漢字」以外の漢字使用を一律に
制限せずとも、名に使われる漢字を電算システムに実現するのは支障ないだろう。
基本的に、憲法第 10条の幸福追求権によって保護される「両親が子の名を付け
る自由」に政府の電算化技術を合わせるべきであって、両親が子の名を付ける自由
を政府の電算化技術に合わせるべきではない。
仮に、難しい漢字を使うことが、当事者と利害関係人の不便を招き、行政電算化

の支障となる結果を招くのならば、他の公文書や公的帳簿に記載する漢字の範囲も
限定しなければならない。ところが、国語基本法第 14条第 1項、および、行政機関
の行政業務運営に関する事項を定める「行政効率と協業促進に関する規定」(大統
領令第 27103号、2016年 4月 26日)第 7条第 1項は、「公文書はハングルで作成す
る、ただし、意味を正確に伝達するために必要な場合などには、括弧中に漢字やそ
の他の外国の文字をともに書くことができる。」と規定しながら、使用可能な漢字
の範囲を、審判対象条項のように制限したりしていない。また、「外国の国号、地
名および人名の表記に関する事務処理指針」(家族関係登録例規第 451号、2015年
2月 1日)は、国籍回復申告をおこなう際に、国籍回復者は従来我が国で使用して
いた氏名 (漢字を含む)を家族関係登録申告書に記載できる、と規定しており、こ
の場合には人名用漢字の制限を受けない規定となっている (第 8条第 1項)。それな
らば、唯一、出生申告する際の子の名に関してだけ、漢字の範囲を制限することが
必要なのか疑問である。
3) 法廷意見が説示するように、家族関係登録規則改正を通じて「人名用漢字」が追

(65)Unicodeの収録字数は ISO/IEC 10646にほぼ連動しており、この憲法裁判所決定の時点で、統合漢字
20950字、拡張A 6582字、拡張B 42711字、拡張C 4149字、拡張D 222字、拡張 E 5762字の合計 80376
字が収録されていたが、人名用漢字の「?」が抜け落ちていた。
(66)KS X 1001の漢字が 4888字、KS X 1002の漢字が 2856字、KS X 1027-1が 7911字、KS X 1027-2
が 1834字、KS X 1027-3が 172字、KS X 1027-4が 404字、KS X 1027-5が 152字を収録しており、合
計 18217字の漢字が「KSコード」に収録されている。ただし、編者らが 46ページに示したとおり、人名
用漢字のうち 309字が「KSコード」から抜け落ちている。
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加される場合、当事者は改名許可手続または出生申告人の追後補完申告を経て、希
望する名を使用できることになる。しかし、審判対象条項が漠然と将来に改正され
る可能性があるという点をもって、現在の基本権制限が緩和されたと見るべきでは
ない。初めから希望する漢字を使用可能ならば、人名用漢字の追加にともなう改名
許可手続や追後補完申告などの不必要な手続をおこなう必要もない。かえって「人
名用漢字」の範囲が 9回の大法院規則改正 (62)を通じて拡大してきたという事情は、
憲法第 10条の幸福追求権によって保護される「両親が子の名を付ける自由」を一
律的に制限するという手段を採択した審判対象条項が有する問題点を、自ら認めて
いるに過ぎない。
さらに、人名用漢字で言うところの「通常使われる漢字」を誰が決めているのか、

どの程度の使用頻度があればその範囲に入り得るのか、疑問である。人名用漢字が
初めて導入された当時 (1990年 12月 30日)は 2,731字だった (61)ものが、9回の改
正 (62)の結果、現在 (2014年 10月 20日)は 8,142字になった (41)ところ、我々の経
験上、この 20余年間に漢字の使用頻度が減少こそすれ増加したはずはないことに
照らしてみても、人名用漢字あるいは通常使われる漢字の範囲というものが、どれ
ほど作為的なものであるか見て取ることができる。人名用漢字は「プロクルステス
の寝台」の変形である。
4) 結局、漢字の全面的な使用を許容したとしても、必要に応じて例外規定を置くこ
とでその立法目的を達成できるにもかかわらず、審判対象条項は、国民に対し国家
が定めた「人名用漢字」という基準に合わせることを強制することで、基本権で保
護される「両親が子の名を付ける自由」を一律的に制限しており、侵害の最小性原
則に背いている。

(3) 法益の均衡性に関して
当事者や利害関係人の不便の防止、あるいは行政の便宜を図るという公益に較

べ、審判対象条項により両親が子の名を自由に付けられなくなることで生ずる基本
権侵害が、はるかに重大だと見ることができるから、審判対象条項は法益の均衡性
も備えていない。

다. 結論
したがって、審判対象条項は過剰禁止原則に違反し、請求人が子の名を付ける自由を

侵害している。

8. 裁判官박한철、裁判官강일원の法廷意見に対する補足意見
名は、人を他の人と区別する標識であり、これを基にして法的・社会的関係が形成さ

れる。また、名は、人格の主体たる人を表象する人格の象徴としての意味も備える。人
は、何人も、自分の名に由来する権益を侵害されず、自身の管理と処分のもとに置くこ
とのできる氏名権を有し、氏名権は社会的人格上における自己決定権の対象となる (大法
院 2005年 11月 16日 [2005스 26]決定参照)。
憲法第 10条と第 36条第 1項により「両親が子の名を付ける自由」は保障されるが、両

親が付けた名は子に帰属することから、子の氏名権と人格権が侵害されない範囲で行使
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されなければならない。審判対象条項は、一般的に使用されない難しい漢字を名に使う
ことによって起こり得る当事者と利害関係人の不便を、解消するのに重要な目的がある。
単に行政の便宜のための規定として軽く見るべき性質の規定ではない。
多くの両親は、子のために、呼びやすく美しい名を付けるべく努力する。しかし、子

の権益を全く考慮せず、両親の一方的な意思によって名を付けたり、科学的根拠が不足
した運命論により、呼びにくくおかしな名を付ける場合も珍しくない。以前には、息子
を産むための希望を込めて、娘の名を変に付ける例がありふれていたし、からかいの種
になったり良くない印象を与える名を付ける事例は、最近まで簡単に探し出せる。2014

年に受理された改名申請事件が 15万件を超えており、14万件を超える改名申請が許可さ
れたことを見ても、親が付けた自分の名に不満を抱いた人が少なくないことを確認でき
る。ドイツ連邦憲法裁判所は、子の名を付与する判断基準は「子の福利」が優先である
と宣言したことがあり、ニュージーランドやスウェーデンなどは、拒否感を与える名や
非常に長い名などを子の名に使用できないよう法律に規定している。
現在、名に使える漢字は 8,142字 (41)で、これも段階的に拡大している。その一方、ハ
ングルの使用が推奨されて漢字の使用が減少し、漢字を楽に読み書きできる人の数は大
幅に減っている。特に、漢字教育を十分に受けなかった若い世代は、現在の名に使える
漢字は言うに及ばず、基礎漢字も読めない場合が多い。読み書きしがたい漢字を子の名
に使うのは、本人が不便を被るだけでなく、本人の社会生活にも支障を与えかねない。
難しい漢字を含む名の登録を制限すると言っても、その名を使うことは不可能ではな

い。この事件で請求人は、子の名を家族関係登録簿に「로○」で登録しても、家庭なり
日常生活なりにおいては何の制限もなく「로○ (嫪○)」と表記して使うことが可能であ
る。家族関係登録簿に請求人の子の名が「로○ (嫪○)」でなく「로○」で登録されてい
るからと言って、それで子の福利や権益に何ら制限があるとみなせるわけでもなく、請
求人の権利が侵害されていると見るのも難しい。
法廷意見が十分に説明した論理に、このような事情を加えて見れば、審判対象条項が、

請求人の基本権を侵害していると見ることはできない。

裁判長裁判官 박한철

裁判官 이정미

裁判官 김이수

裁判官 이진성

裁判官 김창종

裁判官 안창호

裁判官 강일원

裁判官 서기석

裁判官 조용호
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別紙

関連条項

家族関係の登録等に関する法律 (2007年 5月 17日法律第 8435号制定)

第 1条 (目的) この法律は国民の出生・婚姻・死亡など家族関係の発生および異
動事項に関する登録と、その証明に関する事項を規定することを目的とする。
第9条 (家族関係登録簿の作成および記録事項) ①家族関係登録簿 (以下「登録簿」
という)は、電算情報処理システムによって入力・処理された家族関係登録事項 (以
下「登録事項」という)に関する電算情報資料を、第 10条の登録基準地により個人
別に区分して作成する。
第 11条 (電算情報処理システムによる登録事務の処理等) ①市・邑・面の長は、
登録事務を電算情報処理システムによって処理しなければならない。
第 44条 (出生申告の記載事項) ①出生の申告は、出生後 1ヶ月以内にしなければ
ならない。
②申告書には、次の事項を記載しなければならない。
1. 子の氏名・本・性別および登録基準地
2. ないし 6. (省略)

第 46条 (届出義務者) ①婚姻中の出生者の出生の届出は、父または母がしなけれ
ばならない。
②婚姻外の出生者の届出は、母がしなければならない。

住民登録法 (2009年 4月 1日法律第 9574号改正)

第 14条 (家族関係登録届出等による住民登録票の整理) ①この法律に基づく届出
事項と「家族関係の登録等に関する法律」に基づく届出が同一の場合、「家族関係
の登録等に関する法律」に基づく届出としてこの法律に基づく届出を代える。
②住民登録地の市長・郡守または区長は、第 1項の規定によりこの法律に基づく届
出に代わる「家族関係の登録等に関する法律」に基づく届出を受け付けた場合、住
民登録票の登載、登録事項の訂正または抹消しなければならない。
③申告対象者の「家族関係の登録等に関する法律」第 4条の規定による届出地 (以
下「家族関係登録届出地」という)と住民登録地が異なる場合において、家族関係
登録届出地の市長・区長または邑・面長が「家族関係の登録等に関する法律」に基
づく届出を受け付け、家族関係登録簿の記録事項を変更した場合、遅滞なくその申
告事項を住民登録地の市長・郡守または区長に通知し、通知を受けた住民登録地の
市長・郡守または区長は、通知の内容に応じて住民登録票の登載、登録事項の訂正
または抹消しなければならない。
④第 1項の規定により「家族関係の登録等に関する法律」に基づく届出として、こ
の法律に基づく届出に代わる申告事項は、大統領令で定める。
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